
一
―
八
六

指
定
番
号

第

二

千

六

百

九

十

六

号

平
成
二
十
七
年
十
一
月
六
日

恵
那
市
笠
置
町
毛
呂
窪
字
栩
杭
八
九
二
番
二
の

一
部

所

在

地

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に

関
す
る
法
律
施
行
令(

昭
和

四
十
六
年
政
令
第
三
百
号)

第
十
三
条
の
二
第
一
号
に
掲

げ
る
埋
立
地

埋
立
地
の
区
分

(

金
曜
日)

目

次

告

示

○
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
指
定
区
域
の
指

定

(

廃
棄
物
対
策
課)

七
五
一
ペ
ー
ジ

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

治

山

課)

七
五
一

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

七
五
二

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)

七
五
二

公

示

○
平
成
二
十
六
年
度
の
決
算
に
基
づ
く
健
全
化
判
断
比
率
及
び
資
金
不

足
比
率
の
概
要

(
市

町

村

課)

七
五
三

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

新
産
業
振
興
課)

七
五
四

○
林
業
用
種
苗
生
産
事
業
者
講
習
会
の
実
施

(

森
林
整
備
課)

七
五
四

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

出
納
管
理
課)

七
五
五

正

誤

○
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
中
訂
正

(

治

山

課)

七
五
五

告

示

岐
阜
県
告
示
第
六
百
四
十
九
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号)

第
十
五
条
の
十

七
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
区
域
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

廃
止
済
一
般
廃
棄
物
最
終
処
分
場
に
係
る
指
定
区
域

岐
阜
県
告
示
第
六
百
五
十
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通

知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。平

成
二
十
七
年
十
一
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

平成27年11月６日 岐 阜 県 公 報 第２６９６号( 751 )

○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
七
年
十
一
月
六
日



県
道

道
路
の
種
類

瑞

浪

上
矢
作
線

路
線
名

恵
那
市
山
岡
町
下
手
向
字
八

重
洞
四
九
七
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
大

沼
四
一
〇
番
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別��･�〜��･� �･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

瑞
浪
市
日
吉
町
字
狸
岩
一
五
三
〇
の
一
、
字
常
道
平
一
八
七
五
の
一
、
字
川
平
七
三
〇
六
の
一

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
瑞
浪
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
六
百
五
十
一
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通

知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。平

成
二
十
七
年
十
一
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

揖
斐
郡
池
田
町
宮
地
字
割
谷
五
の
二(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

、
五
の
三
、
字
松
留
六
の

一
、
六
の
二
、
字
押
揚
七
の
一

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及

び
池
田
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
六
百
五
十
二
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
七
年
十
一
月
六
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
六
百
五
十
三
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。
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県
道

道
路
の
種
類

古

川

国

府
線

路
線
名

飛
騨
市
古
川
町
金
森
町
三
五
〇
番

八
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

一
〇
番
二

四
地
先
ま
で

区

間���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･��･� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

養
老

町

笠
松

町

岐
南

町

海
津

市

下
呂

市

郡
上

市

本
巣

市

飛�
市

瑞
穂

市

山
県

市

可
児

市

各
務
原
市

土
岐

市

美
濃
加
茂
市

恵
那

市

羽
島

市

瑞
浪

市

美
濃

市

中
津
川
市

関
市

多
治
見
市

高
山

市

大
垣

市

岐
阜

市

市
町
村
名

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

実
質
赤
字
比
率

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

連
結
実
質
赤
字

比
率

8.3

6.0

4.7

11.3

12.6

15.0

4.0

12.7

1.4

17.8

1.4

0.7

5.6

9.8

9.3

8.5

3.8

12.7

10.0

6.7

-1.0

8.2

1.7

4.3

実
質
公
債
費
比

率

76.3

91.0 ―

63.0

16.6

38.5

20.9

2.1 ―

37.9 ― ― ― ― 5.4

34.3 ―

81.9

46.2 ― ― ―

19.3 ―

将
来
負
担
比
率

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
七
年
十
一
月
六
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
古
川
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

公

示

○
平
成
二
十
六
年
度
の
決
算
に
基
づ
く
健
全
化
判
断
比
率
及
び
資
金
不
足
比
率
の
概
要

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
四
号)
第
三
条
第
四

項(

同
法
第
二
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

の
規
定
に
基
づ
き
、

同
法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
県
内
市
町
村
の
平
成
二
十
六
年
度
の
決
算
に
基
づ
く
健
全
化
判
断

比
率
及
び
資
金
不
足
比
率
に
係
る
報
告
を
取
り
ま
と
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の

概
要
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

平
成
26年
度
の
決
算
に
基
づ
く
健
全
化
判
断
比
率
及
び
資
金
不
足
比
率
の
概
要

１
健
全
化
判
断
比
率

(単
位
：
％
)
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白
川

村

御
嵩

町

東
白
川
村

白
川

町

八
百
津
町

七
宗

町

川
辺

町

富
加

町

坂
祝

町

北
方

町

池
田

町

大
野

町

揖
斐
川
町

安
八

町

輪
之
内
町

神
戸

町

関
ケ
原
町

垂
井

町

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

1.2

8.7

10.7

12.0

9.7

12.8

10.9

11.7

9.3

10.9

8.8

0.2

6.5

14.1

4.5

8.9

14.0

7.6

―

23.9 ―

11.1 ― ― ― ― ―

16.1

56.8 ― ―

86.1

24.9

39.9

78.8

3.6

(注
)
実
質
赤
字
比
率
及
び
連
結
実
質
赤
字
比
率
が
な
い
場
合
並
び
に
将
来
負
担
比
率
が
算
出
さ
れ

な
い
場
合
(地
方
債
現
在
高
な
ど
の
将
来
負
担
よ
り
基
金
な
ど
の
充
当
可
能
財
源
が
多
い
場
合
)

は
､
｢―
｣
と
表
記
し
て
い
る
｡

２
資
金
不
足
比
率

県
内
の
市
町
村
及
び
一
部
事
務
組
合
の
全
公
営
企
業
会
計
に
お
い
て
､
資
金
不
足
は
な
い
た
め
､

算
出
さ
れ
る
資
金
不
足
比
率
は
な
い
｡

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量
か
か
み
が
は
ら
航
空
宇
宙
科
学
博
物
館
魅
力
向
上
事
業
委
託
業
務

一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
随
意
契
約

３
随
意
契
約
の
理
由
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政

令
(平
成
７
年
政
令
第
372号

)第
10条
第
１
項
第
１
号
該
当

４
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日
平
成
27年
９
月
１
日

５
契
約
の
相
手
方
の
住
所
及
び
氏
名
東
京
都
台
東
区
上
野
五
丁
目
２
番
２
号

株
式
会
社
丹
青
社

代
表
取
締
役
社
長
青
田
嘉
光

６
契
約
金
額
314,064,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
商
工
労
働
部
新
産
業
振
興
課
航
空
宇
宙
産
業
係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
林
業
用
種
苗
生
産
事
業
者
講
習
会
の
実
施

林
業
種
苗
法(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号)

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第
十

条
第
三
項
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
講
習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
の
で
、
林
業
種
苗
法
施
行
令

(

昭
和
四
十
五
年
政
令
第
百
九
十
四
号)

第
三
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
ま
す
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

講
習
会
の
開
催
日
時

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
六
日(

水)

午
前
九
時

二

講
習
会
の
開
催
場
所

美
濃
市
曽
代
一
一
二
八
の
一

岐
阜
県
森
林
研
究
所

三
階
講
堂
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種
苗
に
関
す
る
法
令

種
苗
の
産
地
及
び
系
統
に
関
す
る
事
項

種
苗
の
生
産
技
術
に
関
す
る
事
項

講

習

事

項

二
時
間

二
時
間

二
時
間

講

習

時

間

三

受
講
申
込
み
の
手
続

受
講
希
望
者
は
、
受
講
申
込
書
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
、
受
講
手
数
料
と
し
て
一
万
四
千
円
に

相
当
す
る
額
の
岐
阜
県
収
入
証
紙
を
貼
り
付
け
、
平
成
二
十
七
年
十
二
月
一
日(

火)

ま
で
に
岐
阜

県
林
政
部
森
林
整
備
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

受
講
申
込
書
は
、
住
所
地
を
所
管
す
る
農
林
事
務
所
又
は
岐
阜
県
林
政
部
森
林
整
備
課
に
て
配
布

し
ま
す
。
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
岐
阜
県
林
政
部
森
林
整
備
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
る
ほ
か
、
郵
送
を
御
希
望
の
方
は
、
八
十
二
円
切
手
を
添
え
て
岐
阜
県
林
政
部
森
林
整

備
課
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

四

講
習
内
容

五

そ
の
他

こ
の
講
習
に
つ
い
て
不
明
な
点
は
、
岐
阜
県
林
政
部
森
林
整
備
課
整
備
係(

電
話
〇
五
八
―
二
七

二
―
八
四
九
〇)

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量
総
合
財
務
会
計
シ
ス
テ
ム
運
用
及
び
機
器
更
新
・
維
持
管
理
業
務

委
託
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
27年
８
月
３
日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
平
成
27年
９
月
25日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
岐
阜
市
梅
ケ
枝
町
二
丁
目
31番
地

西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
岐
阜
支
店

支
店
長
米
田
秀
弥

６
落
札
金
額
1,447,200,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
出
納
事
務
局
出
納
管
理
課
総
合
財
務
係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量
総
合
財
務
会
計
シ
ス
テ
ム
運
用
及
び
維
持
管
理
業
務
委
託
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
随
意
契
約

３
随
意
契
約
の
理
由
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政

令
(平
成
７
年
政
令
第
372号

)第
10条
第
１
項
第
２
号
該
当

４
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日
平
成
27年
10月
１
日

５
契
約
の
相
手
方
の
住
所
及
び
氏
名
岐
阜
市
梅
ケ
枝
町
二
丁
目
31番
地

西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
岐
阜
支
店

支
店
長
米
田
秀
弥

６
契
約
金
額
225,283,444円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
出
納
事
務
局
出
納
管
理
課
総
合
財
務
係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
正

誤
(

原
稿
誤
り)

平
成
二
十
七
年
九
月
十
一
日
第
二
千
六
百
八
十
一
号

保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

岐
阜
県
告
示
第
五
百
四
十
五
号)

六
四
八
頁
上
段
前
か
ら
三
行
目
中｢

字
上
カ
ヨ
ウ｣

は
、｢

根
尾
上
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大
須
字
上
カ
ヨ
ウ｣

の
誤
り
。
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平
成
二
十
七
年
十
一
月
六
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


